
アイコオ設計 株式会社  行動計画 

 

      社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、より一層働きやすい雇用環境整備を

行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 ２０２６年７月１日～２０２８年６月３0 日までの２年間 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●２０２６年７月～ 各職場における休業者の業務カバー体制の検討（代替要員の確保、

業務体制の見直し、複数担当者制など）・実施。 

 ●２０２７年５月～ 育児休業取得開始日から 7 日間を有給とする制度を導入する。 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●２０２６年７月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する。 

 ●２０２６年８月～ 飛石連休や長期連休での有給休暇の利用促進を図る。 

 ●２０２７年４月～ 年次有給休暇の取得計画を策定する。 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

男性従業員・・・取得率を 100％にすること 

女性従業員・・・取得率を 100％にすること 

目標２：全社員の年次有給休暇の取得率を一人当たり年間７５％以上とする。 


